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１ 開設日 
令和８年４月1 日（水）から 

２ 開設時間 
月～金曜日 9︓00～17︓00（祝日・年末年始を除く） 

３ 開設場所 
各区役所内  ※別添チラシをご参照ください。  
じっくりとお話をお聴きできるよう、できるだけ事前の予約をお願いします。 

 
 
 

福岡市福祉局生活福祉部生活福祉課 
担当︓有馬 
TEL︓092-711-4552（内線︓2166） 
FAX︓092-733-5914 

福岡市生活自立支援センターは、生活の安定と経済的な自立を支援する窓口です。早期に困窮状態
から脱出するために、本人の状況に応じた包括的かつ継続的な相談支援を行っています。 
今回、より身近な場所で相談できるよう、同センターの分室を各区役所内に開設します。 
ぜひ、市民の皆さまへの、本窓口の広報・周知についてご協力をお願いします。 

「福岡市生活自立支援センター分室」

ホームページはこちら

各区に開設します︕

4 窓口でできること 
■自立に向けた相談支援
専門の相談支援員が困りごとや悩みに寄り添い、関係窓口や専門機関と連携しながら、
生活や就労、住居確保の支援など、相談内容に応じた支援を行います。

■住居確保給付金の申請受付
離職等により家賃が払えず住居を失うおそれのある方等に、家賃相当分の給付金を支給します。
また、家計の改善のために転居が必要な方に、転居費用相当分の給付金を支給します。
※一定の要件があります。

■家計相談
生活費などの支出を整理し、家計を一緒に見直します。
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検索 福岡市 困窮 相談 

福岡市生活自立支援センター 

（中央区天神１丁目エルガーラオフィス７階） 

※こちらは引き続き同じ場所で支援します



福岡市⽣活困窮者⾃⽴相談⽀援事業

公式ホームページ

〒810-0041 中央区⼤名2-5-31

各区に分室を設置しています

開館時間：9:00-17:00 休館⽇：⼟・⽇・祝・年末年始

〒810-0001 福岡市中央区天神1-4-2 エルガーラオフィス棟７階

TEL：092-732-1188 FAX：092-732-1190

中央区（区役所2階）

（市担当課：福祉局⽣活福祉課 TEL：092-711-4553）

〒812-0011 博多区博多駅前2-8-1
博多区（区役所7階）

〒812-0053 東区箱崎2-54-1

TEL:092-260-6845 FAX:092-260-6846

TEL:092-718ｰ1142 FAX:092-718ｰ1143 TEL:092-559-5138 FAX:092-559-5139

TEL:092-833-4097 FAX:092-833-4098 TEL:092-841-2135 FAX:092-841-2136 TEL:092-895-7057 FAX:092-895-7058

TEL:092-402-2768 FAX:092-402-2769

東区（区役所別館3階）

〒815-0032 南区塩原3-25-3
南区（保健福祉センター1階）

〒814-0006 早良区百道2-1-1
早良区（区役所2階）

〒814-0103 城南区⿃飼6-1-1
城南区（区役所1階）

〒819-0005 ⻄区内浜1-4-7
⻄区（区役所別館2階）

4

⼊⼝

福岡銀⾏
福岡信⽤⾦庫

福岡市⽣活⾃⽴⽀援センター
（エルガーラオフィス棟 7 階）0120-17-3456

0120-54-3456 0120-58-3456 0120-63-3456

0120-53-3456

0120-64-3456 0120-74-3456 0120-97-3456

相談
無料

令和8年4⽉1⽇から



自立に向けた相談支援
仕事や生活にお困りの方やお悩みを抱えている方は、まずはご相談ください。
専門の支援員があなたに寄り添いながら、他の専門機関と連携して、解決に向けた支援を行います。
ご相談の内容に応じて、下記の支援やその他の制度などを組み合わせながら支援します。

住まい相談・住居確保給付金
・住まいの相談支援員が、住宅の確保が難しいなどの住まいに関する相談に応じます。また、入居後の一定期間、
居住を安定して継続するサポートを行います。

・離職などにより、家賃の支払いが難しい方、または住居を失うおそれのある方に対し、求職活動などを条件に一
定期間、「家賃相当分」の給付金を支給します。

・収入が著しく減少し、家計改善のために転居が必要な場合に、「転居費用」を支給します。
　（いずれも上限額があり、受給には一定の要件があります。）

家計相談
現在の収入と、生活費や
その他の支払いなどの支
出を一緒に整理し、家計
の見直しを行います。
家計を改善するために、必
要なアドバイスをさせてい
ただきます。

子育て支援
子育てにかかるお金やお
子様の教育、その他の子
育てについてのお悩みを、
子ども支援員がじっくりと
伺い、一緒に解決方法を
探します。お子様連れや
パートナーとのご来所も
可能です。

就労支援
仕事探しや就職に向けた支援を行いま
す。すぐに就労することが難しい方に
は、就労に向けた準備として、生活習慣
を整えるための講座や、社会参加の体
験プログラムなどをご案内します。
また、就労への不安をお持ちの方が、
サポートを受けながら働く場の利用に
ついても支援します。


